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18 歳

12のトラブル事例を抜粋し、ご紹介していきます。

高校 3 年生

怪しい副業・アルバイトのトラブル

電力契約の訪問販売トラブル

副 業

S N S

電 力
契 約

SNS をきっかけとした消費者トラブル

簡単に稼げて高収入？！うまい話には裏がある…

電気代が安くなる！？

広告の内容はしっかり確認！
知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を！
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１８歳以上

入 口
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このページから
「偽サイト」の注意喚起情報を確認できます
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法定書面を受け取った日、または再販売する
商品を受け取った日のどちらか遅い方から
２０日間以内はクーリング・オフが可能！
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怪しい副業・アルバイトのトラブル
副 業

S N S
SNS をきっかけとした消費者トラブル

簡単に稼げて高収入？！うまい話には裏がある…

広告の内容はしっかり確認！
知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を！

　怪しい副業やアルバイトに
関するトラブルについて、10
～ 20 歳代の若者から全国の
消費生活センター等に、右の
ような相談が寄せられていま
す。

　SNS をきっかけとした消費者トラブルが 10 ～ 20 歳代の若者にも増えています。全
国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。

チャットで相談にのるだけのアルバイトで、次々と手
続料を支払わされた。

「定型文を送信するだけで月に 100 万円から 200 万円稼げる」という SNS の広告を見て
副業サイトにアクセスし情報商材を購入したあと、高額なサポートプランの契約をした。

“ レンタル彼氏 ” に登録したが収入は得られず、月額サ
イト利用料だけを支払わされている。

SNS で知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りをしよう」
と言われて出会い系サイトに誘引され、高額な費用を支払った。

「荷受代行」をしたら、自分名義でスマートフォン 6 台
を購入されていた。

スマートフォンで SNS 広告を見て 1 回のみと思い除毛クリームを注文したが、定期購入
の契約になっていた。

SNS 上の広告はしっかり内容を確認しましょう

SNS 上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう

SNS を利用するにあたっては次の点にも注意しましょう

大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたう SNS 上の広告や、「簡単にもうかる」「損はし
ない」などの投稿やメッセージはうのみにしないようにしましょう。SNS 上の広告をきっかけと
したトラブルに多い通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、事前にしっかり内容を確認する
ことが大切です。

SNS 運営事業者の利用規約では「SNS がきっかけでトラブルが発生しても責任を負わない」
旨が定められていることがほとんどです。SNS 上では話の合う「知り合い」でも、本当に
信頼できる相手かは分かりません。お金を支払ったとたん相手と連絡が取れなくなること
もあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断
しましょう。

・学生証、運転免許証、健康保険証などの身分証明書の情報を SNS で送ってしまうと、あとで
取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することがありますので、絶対に渡さない
ようにしましょう。

・SNS 上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や自分の写真の投稿、身
元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。

・中学生や高校生のトラブルも発生しています。家族で SNS の利用方法を話し合うとともに、
ペアレンタルコントロールやフィルタリング機能も活用しましょう。
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電 力
契 約

電力契約の訪問販売トラブル

電気代が安くなる！？
　2016 年から電力の小売りが全面自由化され、従来の地域の電力会社以外の電力事業
者と自由に契約できるようになりました。しかし、訪問してきた事業者の担当者が、「電
気代が安くなる」等といって検針票を見せるように迫ったり、「マンション（アパート）
全体で契約先の電力会社が当社に変更になる」と事実と異なる説明をしたりして、電
力の契約を迫るという相談が寄せられています。中には、検針票を見せただけで、意
図せず契約先の電力会社が変更されていたという相談も寄せられています。
　契約先事業者が確認できない場合や契約内容が理解できない場合には、その場で契
約しないでください。一人暮らしなどで転居し、新生活が始まる時期にも十分注意が
必要です。
　全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。

大手電力会社からの委託と名乗り、検針票を見
せるように言われた。

マンション全体で契約する電気会社が
変わると言われた。

副業・アルバイトにあたって「手数料」「登録料」を請求されたら要注意！

「大手電力会社の委託を受けている」と言われたら…

「荷受代行」・「荷物転送」は絶対にしないでください

「電気代が安くなる」と言われたら…

「このマンション全体の契約が切り替わる」と言われたら…

「検針票を見せて」と言われたら…

訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます！（P.25 参照）

「簡単に稼げる」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告や SNS の情報を安易に
信じないようにしましょう。怪しい副業・アルバイトでは、「報酬を得るために必要」などと
言われ、登録料やサイト利用料等さまざまな名目でお金を支払わされるという特徴があります。

訪問してきた会社の社名や連絡先等の情報や訪問の目的、電力契約をどこと結ぶのかを必ず
確認してください。

「荷受代行」・「荷物転送」の裏の目的は消費者の名義で不正に携帯電話等を購入することであ
り、その携帯電話等が犯罪に使用される恐れもあります。身分証明書、銀行口座等の個人情
報を安易に伝えないようにしましょう。また携帯電話等の月額利用料や通話料などを支払う
必要はないと説明されていても、契約者である消費者に対して請求される可能性もあります。

契約プランによっては、現在よりも電気料金が高くなる可能性もあります。現在の契約と必
ず比較検討しましょう。

マンション・アパートの管理会社や大家さん等に連絡して、事実かどうかを必ず確認しま
しょう。

検針票の情報がわかれば電力契約の手続きができてしまいます。検針票の取り扱いには十分
注意してください。
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第２章
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好きな飲み物
飲み物を受

け取ります。
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取消しができる場合もあります。

成人と同じ能力とされ、取引行為について親の同意を必要としません。

取り扱い 具体例

無効 契約は初めからなかったもの
として扱われる

・ 窃盗や殺人などの犯罪を請け負う契約など、公共
の秩序や善良な風俗（公序良俗）に反する契約

取消 いったん成立した契約を解消
できる

・ だまされて契約した場合やおどかされて契約した
場合

・ 契約の重要な事項（例えば取引価格）に関して勘
違い（錯誤）があった場合の契約

・ 未成年者が親権者の同意を得ないで契約した場合
※下記参照
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成年年齢が 20 歳から 18 歳へ引き下げられました！

　民法改正により、2022（令和４）年４月１日から成年年齢が 20 歳から 18 歳に引
き下げられ、18 歳になると親の同意なしに一人で契約が結べるようになりました。
一方で、18 歳・19 歳は「未成年者取消権（未成年者が親の同意を得ずに結んだ契約
は取り消すことができる）」を失い、社会経験の浅い新成年をターゲットにした悪質
事業者による消費者トラブルの拡大が心配されています。

＜ 18歳になったらできること＞
　親の同意なく契約ができる
　　　携帯電話・スマホの契約
　　　一人暮らしの部屋を借りる
　　　クレジットカードをつくる（※）
　　　※銀行のカードローンについて、金融トラブル防止の目的で、多くの金融機関や業界団体が当面の間は

20 歳未満には提供しないとの取り決めをしています。

　　　高額な商品を購入したときにローンを組む　など
　結婚（男女ともに 18 歳からに統一）
　国家資格（医師・薬剤師・司法書士・行政書士など）の取得
　10 年有効パスポートの取得
　性同一性障害の人の性別変更の申立て
　裁判員への選任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

＜ 20歳にならないとできないこと＞
　飲酒
　喫煙
　公営ギャンブル（競輪、競馬、競艇、オートレース）
　国民年金への加入
　養子を迎える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

○今までも 18 歳からできていたこと
　普通自動車免許の取得、選挙の投票や選挙運動、男性の結婚、
　深夜労働（※）、パチンコ（※）
　※高校生の「深夜労働」や「パチンコ」は、多くの場合、学校や企業などが禁止しています。
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とおりです。

　「クーリング・オフ」という言葉を聞いたことがありますか？
　一度結んだ契約は本来、一方的にやめることはできませんが、下表のような販売
方法の場合、消費者が冷静になって契約内容を再考する期間を設け、一定期間内で
あれば契約の解除ができます。これをクーリング・オフ制度といい、特定商取引法
に定められています。
　クーリング・オフ制度は、不意打ち性が高く、その場で契約の判断をさせられてし
まうような取引などに適用されています。したがって、自分で購入（契約）する意思
を持って店舗に行ったり、電話やインターネットで自分から契約した場合には適用
されません。

取引形態 解説 行使期間

訪問販売 事業者の店舗や営業所以外の場所（自
宅や喫茶店など）で契約した場合

法定書面（一定の事項を記載し
た契約書）の交付を受けた日を
含めて 8 日間

電話勧誘販売 事業者から電話で勧誘を受けて契約し
た場合

特定継続的役務提供
５万円を超えるエステティックサービ
ス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソ
コン教室、結婚相手紹介サービス、美容
医療を一定期間を超えて継続する契約

訪問購入
店舗以外の場所で、貴金属を含む原則
全ての物品を事業者が消費者から買い
取る契約

連鎖販売取引 マルチ商法 法定書面の交付を受けた日を含
めて 20 日間業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法
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取消しができる場合もあります。

クーリング・オフは書面または電磁的記録で！

　クーリング・オフは、書面（はがきなど）または電磁的記録（メールなど）で行
います。
　なお、期間内に書面を発送、または電磁的記録を送信すれば、クーリング・オフ
の効果は発生しますので、期間内に相手に届いていなくても有効です。
　クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要
な情報（契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等）やクーリング・オフの
通知を発した日を記載します。

○クーリング・オフを「はがき」で行う場合
　具体的な書面の書き方は、高知県立消費生活センターのＨＰから
ご確認いただけます。
　送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記
録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者
あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

高知県立消費
生活センター HP

25 ページの表で確認してください。
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○クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
　まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な
通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
　通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等
の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
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　皆さんは、自分の人生をどのように生きていこうか、深く考えたことはありま
すか。人生は、計画どおりにいくこともあれば、そうでない場合もあります。どの
ような時でも、あなたらしさを失わずに生活していくためには、生活の基盤をしっ
かりと築くことが必要です。この基盤づくりに大切なものの一つに「お金」があ
ります。お金（収入）をどのように得て、何に使うか（消費するか）を真剣に考
えることは、あなたの将来を形作る第一歩になります。
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　健全な家計を維持するためには、差引支
給額から、固定費（家賃、光熱水費、交通費、
通信費…など）を除き、残ったお金をどの
ようにやりくりし、いくら貯金するかを考
えます。
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総合労働相談コーナー　厚生労働省
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支払い方法 内容 金利
翌月一括払い 利用した金額を翌月に一括で支払う なし

分割払い 支払回数を決めて分割して支払う あり
リボルビング払い（リボ払い） 利用金額に関わらず、毎月一定額を支払う あり

の
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　日本学生支援機構の奨学金には給付型と貸与型があり、貸与型には利息がつかないもの
（第 1 種奨学金）と利息がつくもの（第 2 種奨学金）があります。卒業後、返済すること
になるので、借りる前に返還期間と返還額を確認してから借入額を検討しましょう。

※ QR コードは㈱デンソー
ウェーブの登録商標です
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約８万円

約 52 万円 約 26 万円 / 月約 1,119 万円

約 17 万円 約 454 万円

交通費、被服費、
宿泊費など

単身世帯の消費支出
の月平均額

子ども一人当たりの総額
（※幼稚園から高校まで公

立、大学は私立（４年制）
の場合）

二人以上世帯のうち 65 歳以上
の無職世帯の消費支出額

結納、結婚～新婚旅行
までにかかった費用

出展：㈱インディードリク
ルートパートナーズ「2026
年卒 就職活動 TOPIC」

出 展：厚 生 労 働 省「 第 186
回社会保障審議会　医療保
険部会・配布資料」

出展：総務省「家計調査年
報（家計収支編）2024（令
和６）年　家計の概要」

出展：文部科学省「令和５年
度子供の学習費調査」及び
独立行政法人日本学生支援
機構「令和４年度学生生活
調査」

出展：総務省「家計調査年報
（家計収支編）2024（令和６）

年　家計の概要」

出 展：㈱リクルート「ゼ
クシィ結婚トレンド調査
2024」
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1.  批判的意識 商品やサービスの用途、価格、質に対し、敏感で問題意識をもつ消
費者になるという責任

2.  自己主張と行動 自己主張し、公正な取引を得られるように行動する責任

3.  社会的関心 自らの消費行動が、他者に与える影響、とりわけ弱者に及ぼす影響
を自覚する責任

4.  環境への自覚 自らの消費行動が環境に及ぼす影響を理解する責任

5.  連帯 消費者の利益を擁護し、促進するため、消費者として団結し、連帯
する責任

　「消費生活センター」は、消費者が日常においてトラブルに巻き込まれた
ときの身近な相談窓口として、各地域に設置されています。
　一方、「令和６年度消費者意識基本調査（消費者庁）」において、過去１
年間に消費者被害を経験した人のうち、 40.3％の方が「誰にも相談しなかっ
た」と回答しています。
　トラブルに遭っても泣き寝入りしてしまうことのないよう、消費生活セ
ンターや自治体の消費生活相談窓口を積極的に活用してください。いずれ
の相談窓口でも、消費生活についての相談や苦情をお聞きして、解決する
ためのお手伝いをします。無料ですし、秘密は厳守しますので、安心して
ご利用ください。
○消費者ホットライン　局番なしの「188（いやや）番」
　　　　　　　　　　　　　※最寄りの消費生活相談窓口につながります。

　前述したように、消費者には８つの権利があります（P.25 参照）。一方で、私た
ちには消費者としての責任もあることを自覚しなければいけません。
　私たち一人ひとりがこれら消費者の責任を果たしていくことが、公正な市場と
持続可能な社会実現への貢献につながります。



「消費者が意見を伝える」際のポイント

ひと呼吸、置こう！ 言いたいこと、要求したいことを
「明確に」、そして「理由」を
丁寧に伝えましょう！

従業員、事業者も頑張っています。
意見の伝え方には留意しましょう。

事業者の説明も聞きましょう！

自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、
「意見を伝える」ときには次の 3 つのポイントを参考にしてみてください。

Point1 Point2

Point3

※行き過ぎた言動をとると、場合によっては犯罪として処罰されることもあります。

怒りに任せた発言は逆効果。
ひと呼吸おいて冷静に。従業員も同じ

「人」として、お互いに尊重し合う
ことが大切です。 返品したいのか、解約したいのか、またその

理由を明確に、丁寧に伝えることが重要です。

上手なコミュニケーションが解決への糸口に。
一方的に主張するだけでなく、事業者の説明
も聞きましょう。
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　高知県県民生活課と県立消費生活センターでは、相談件数が増加してい
る消費者トラブルや全国的に問題になっている消費者被害などの情報をＳ
ＮＳ（Instagram、Facebook）やホームページに掲載し、県民の皆さんに
注意を呼びかけています。気をつけることや対応のアドバイスなども一緒
に掲載していますので、普段から定期的にチェック、フォローをお願いし
ます。

Instagram「くまったちゃん
（高知県立消費生活センター）」

https://www.instagram.com/kochi_shouhi

県立消費生活センターＨＰ

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/

Facebook「くまったちゃん
（高知県立消費生活センター）」

https://www.facebook.com/Kochi.shouhi

県民生活課ＨＰ

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/

県民生活課や県立消費生活センターのＳＮＳ・ＨＰをチェック！
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特定非営利活動法人 環境の杜こうち

　環境の杜こうちは、県民一人ひとりの生活の中での地球温暖化防止や、地域環
境の保全、改善を実現するために、様々な啓発活動を企画・運営している NPO 法
人です。環境にやさしい買い物行動でＣＯ 2 削減をめざす「環境にやさしい買い物
キャンペーン」や、大人も子どもも楽しく参加しながら温暖化対策や地球環境に
ついて学べる「こうち環境博」など、環境や温暖化について様々な催しを通して、
楽しく興味を持ってもらえるきっかけづくりに取り組んでいます。
　学生の参加、運営ボランティアも随時募集しているそうですので、興味のある
方は参加してみては？
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食料の輸送距離が短く、エネ
ルギーを削減できる、不必要
なエネルギー消費 CO2 の排
出の抑制につながるなど
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　私たちの消費の裏には、児童労働、貧困、
環境保全、アニマルウェルフェアといった問
題が存在していることがあります。日々、何
も考えずに消費するということは、知らず知
らずのうちにそれらの問題を悪化させること
につながりかねません。
　これらの問題に加担することなく、問題を
解決していくために、私たちは何ができるの
でしょうか？



42

　アニマルウェルフェアの考え方は欧米を中心に世
界中に広がっていますが、日本ではまだ遅れています。

是非、身の回りのフェアトレード商品を意識して調べてみてください。
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　パッケージの形が崩れていたり、賞味期限が迫っていたりなどの理由で、安全に食
べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことを「食品ロス」と呼びます。日
本の食品ロス発生量は年間 464 万トン（令和５年度推計）にも上り、食料の多くを海
外からの輸入に頼っている中で、多くの食料を廃棄している現状があります。
　食品ロスの半分にあたる 233 万トン（50％）は家庭から発生しています。家庭か
ら食品ロスが出る理由は、「食材の鮮度が低下した」、「食材が腐ったりカビが生えた」、

「賞味期限や消費期限が過ぎた」などが挙げられています。
　このような ” もったいない ” 状態を起こさないためにも、食材は買いすぎない、食
べられる量だけ調理する、残った食材は別の料理に使うなど、日常的に食品ロス削減
に取り組みましょう。

【特定非営利活動法人 こうち食支援ネット】

　こうち食支援ネットは、生活に困窮した方々への食支援の輪を広げていくことをめざし、2021（令
和３）年７月に設立された NPO 法人です。まだ安全に食べられるものの不要になった食料や食材
の寄附を受け、生活困窮者や福祉施設、子ども食堂などに配給するフードバンク活動とともに、
家庭で使い切れない未利用食品の寄附を集めるフードドライブ拠点の拡大、フードパントリー（無
料の食料提供の支援活動）の定期開催に取り組んでいます。
　その取組は、県内でまだ十分浸透していませんが、県立高知西高等学校（現：県立高知国際高
等学校）の生徒がこうち食支援ネットの活動に感銘を受け、校内にフードドライブＢＯＸを設置し
たり、香美市役所や宿毛市役所でもフードドライブＢＯＸが常設されるなど活動の輪は徐々に拡
がっています。また、行政機関から災害用備蓄食料の寄附が寄せられているほか、県内量販店な
どからも定期的に食料の寄附があり、それらを食支援を必要とする方につなぐことで、県内の食
品ロス削減にも寄与しています。
　余った食料をそのまま捨ててしまうのではなく、その食品で救われる人がいるということをぜ
ひ覚えておいてください。

　本来、人が食事をするために作られた食料。実際にはその 3 分の 1 が人の口に入
ることなく、廃棄されてしまっているという事実をあなたは知っていますか？
　そして、食べられるものが捨てられている一方で、今日食べるものにも苦しむ貧
困層が拡大しているという矛盾。
　日本においても、子どもの 9 人に 1 人が貧困状態にあり、年々深刻化している中、
これらの矛盾を解消していくために、私たちは何ができるのでしょうか？

食材は買いすぎず、使い切る。

②
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仁淀川町企画振興課

田野町地域振興課

北川村産業政策課

0887-37-9316

大月町産業振興課 0880-73-1115

黒潮町産業推進室 0880-43-2113

（令和７年４月現在）

0887-32-1221
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